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H
M事
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作

回

嘉

問
題

二

法

定

質
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金
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調
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法

主
意
志
賀
融
市

回

純
紳
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五

A
E
製
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貨

六

金

紙

幣

七

白
向
脚
換
制
心
得
央

J¥ 

間

題

令
貨
か
紙
幣
か
。
我
等
は
今
此
の
問
題
の
解
決
を
促
さ
れ

τ居
る
o

貨
併
進
化
の
行
程
に
於
て
、
金
貸
本
位
が

や
が
て
紙
幣
本
位
に
推
移
し
行
く
で
あ
ら
ふ
Z
云
ふ
ニ

Z
は
、
殆
H
Y

」疑

ν難
き
根
操
め
る
見
解
で
あ
る
ご
言
っ
て

よ
い
o

然
ら
ば
現
在
は
如
何
な
る
本
位
制
を
以
て
最
良
の
も
の
ご
畳
一
回
ひ
得
る
か
。
吾
人
は
共
に
就
て
時
代
後
れ
の

金
貨
本
位
ご
時
期
向
早
の
紙
幣
本
位
Z
の
中
間
の
制
度
ご
し
て
、
金
紙
幣
本
位
制
を
機
種
せ
ん
ざ
す
る
も
の
で
ゐ

e
Q

。我
闘
其
他
、
金
貸
本
位
制
を
執
h
な
が
ら
事
賃
上
金
貨
の
免
換
、
鋳
油
国
及
び
金
の
輸
出
を
禁
止
せ
る
図
々

ω通

貨
は
、
午
金
貨
竿
紙
幣
の
崎
形
見
古
な
っ
て
居
る
o

金
貨
本
位
で
あ
れ
ば
、
金
を
本
位
通
貨
ご
な
す
の
み
な
ら

?
、
之
に
伴
ふ
て
政
府
は
人
々
の
請
求
次
第
に
金
貨
を
同
量
目
の
地
金
正
引
換
に
後
行
し
或
は
回
牧

L
、
何
人
も

論

叢

金
祇
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一
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一
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士



(
第
二
世
一
七
二
)
一
七
二

自
由
に
金
を
金
貨
に
金
貨
を
金
に
取
換
へ
て
裁
れ
を
も
任
意
に
蕗
分
L
得
る
所
の
自
由
鴇
換
制
が
費
行
さ
れ
て
居

J市

叢

金
紙
幣
本
位
制

第
二
十
巻

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
然
る
仁
今
日
は
金
貨
を
代
表
せ
る
品
川
換
券
を
金
に
取
換
へ
て
任
意
に
蕗
分
す
る
こ
芭
は
抑
止

き
れ
な
が
ら
、
外
園
に
で
取
得
せ
る
金
は
之
を
後
券
銀
行
に
責
却
す
る
こ
芭
に
由
つ
で
先
換
祭
に
取
換
へ
得
る
。

通
貨
は
増
加
さ
れ
得
る
も
減
少
さ
れ
得
な
い
。
今
日
の
如
く
通
貨
膨
践
し
物
債
騰
貴
せ
る
際
に
は
、
通
貨
牧
縮
に

傾
〈
ニ
ピ
が
望
ま
し
き
に
却
っ
て
通
貨
膨
脹

ω方
向
の
み
に
通
路
が
開
か
れ

τ居
る
o
而
し
て
物
園
慣
は
代
表
通
貨

た
る
品
四
換
券
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
金
貨
は
金
紙
の
開
き
が
生
じ
な
い
だ
け
却
っ
て
本
貨
通
貨
た
る
機
能
を
奪
は

れ
、
或
は
金
貸
本
位
の
如
〈
或
は
紙
融
市
本
位
の
如
く
定
名
を
付
し
得
.3
る
制
捜
態
を
呈
し
て
居
る
。
此
扶
態
は
決
し

て
金
貨
本
位
よ
り
紙
幣
本
位
に
移
る
正
常
の
径
路
で
な
い
か
ら
、
通
貨
の
供
給
を
調
節
す
る
怨
め
に
も
、
復
っ
て

正
規
の
金
貸
本
位
に
直
ほ
す
か
、
進
ん
で
新
L
き
紙
幣
本
位
に
移
る
か
、
或
は
葉
中
間
に
適
切
な
る
新
幣
制
を
樹

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
併
し
今
吾
人
は
如
何
に
し
て
現
在
の
麗
践
を
矯
正
す
べ
き
か
古
云
ふ
貫
際
問
題
に
立
入

る
こ
ご
を
止
め
、
今
の
麓
態
の
幣
制
は
延
〈
矯
韮
せ
ら
る
べ
き
も
の
吉
見
て
、
金
貨
古
紙
融
市
己
の
中
聞
に
立
つ
令

紙
幣
本
位
制
に
就
て
卑
見
を
遁
ぺ
て
見
た
い
。
其
に
就
て
五
口
人
は
次
の
如
、
き
問
題
を
掲
「
る
。

我
図
の
貨
幣
法
は
最
初
に
貨
鮮
の
製
芯
及
脇
田
行
の
権
は
政
府
に
属
す
Z
規
定
せ
る
が
、
此
は
如
何
な
る
本
位
制

を
採
る
も
同
様
で
あ
ち
、
国
家
が
慣
行
貨
幣
を
排
し
て
法
定
貨
幣
を
執
る
旨
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に

本
位
制
に
就
て
は
左
の
如
〈
規
定
す
る
。



一
、
純
金
の
量
目
二
分
を
以
て
債
格
の
車
位
t
殺
し
之
を
園
芭
稽
す
。

二
、
金
地
金
を
輪
納
し
金
貨
幣
の
製
屯
を
請
ム
者
ゐ
る
ご
き
は
其
の
請
求
に
藤
宇
ぺ
し
。

此
外
に
貨
幣
法
は
金
貨
(
又
は
分
換
券
)
に
射
し
金
地
金
を
引
換
交
付
す
る
こ
ご
を
認
め
な
か
っ
た
ら
、
表
面

で
は
金
貨
の
私
の
鋳
演
を
禁
止
せ
る
も
罪
己

L
て
之
を
追
求
し
な
か
っ
た
。
然
る
に
大
正
六
年
九
月
十
二
日
以

降
は
金
貨
の
私
の
鋳
潰
に
卦
し
刑
事
訴
遣
を
な
す
こ
吉
、
し
た
が
ら
、
極
め
て
制
限
的
な
れ

y-弗
金
貨
梯
下
の

方
法
に
て
金
地
金

ω引
換
交
付
を
行
っ
て
居
た
。
然
る
に
叉
大
正
十
三
年
十
一
月
二
日
以
後
は
地
金
の
梯
下
調

格
を
錦
替
相
場
に
依
る
ニ
ご
、
な
し
、
金
地
金
の
引
換
交
付
を
全
く
停
止
し
た
。
此
の
地
金
交
付
の
制
限
U
A
停

止
は
金
貸
本
位
制

Z
L
一
ー
は
非
常
時
の
愛
怨
な
れ
ば
以
下
明
ら
〈
之
を
無
頑
す
る
こ
正
、
す
る
。

我
等
は
以
上
の
現
行
法
仁
針

ι其
の
下
に
あ
る
貨
幣
交
通
朕
態
に
何
等
の
鑓
化
を
も
生
や
し
め
な
い
1

で
、
左
の

如
〈
之
を
改
め
得
る
で
あ
ら
う
か
。

第

案

一
、
債
絡
を
定
な
る
貨
幣
の
車
位
は
之
を
固
さ
移
す
。

二
、
本
位
通
貨
は
金
製
ご
し
、
号
固
に
純
金
量
目
二
分
を
合
有
せ
し
む
。

三
、
政
府
は
請
求
に
感
じ
、
純
金
量
日
二
分
に
謝
す
る
脅
岡

ω
痕
絡
を
以
て
、
本
位
通
貨
を
俊
行
し
て
金
地
金

を
買
受
り
、
又
は
本
位
通
貨
を
岡
牧
し
て
金
地
金
を
寅
渡
す
ぺ
し
。

論

叢

金
紙
幣
本
位
制

部
=
十
巻
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静
干
規
一
七
三
)

七



論

J噂

白丸

金
紙
幣
本
位
制

第
=
十
巻

へ
島
一
瞬
一
七
四
)

七
回

斯
(
改
む
る
こ
と
が
在
来
の
貨
幣
交
通
に
少
し
も
援
化
を
生
唾
し
め
な
い
芭
す
る
な
ら
ば
、
其
の
一
ピ
三
を
其

士
、
に
な

L
ニ
の
み
を
左
の
如
く
改
む
も
、
街
ほ
貨
幣
交
通
は
不
認
の
獄
態
に
居
る
で
あ
ら
ふ
か
o

第

案

二
、
本
位
通
貨
は
紙
幣
ご
す
。

此
の
改
正
が
向
ほ
今
の
貨
幣
交
通
に
異
紋
を
来
た
さ
な
い
ご
す
る
な
ら
ば
、
更
に
第
一
案
の
三
を
次
の
如
く
改

む
る
ご
せ
ば
如
何
。

第

案

三
、
政
府
は
請
求
に
慮

ι純
金
量
目
二
分
に
劃
す
る
安
岡
の
雨
明
格
を
以
て
、
若
〈
は
其
上
に
別
に
定
む
る
所
の

規
定
に
依
り
珠
め
会
告

L
た
る
一
定
の
手
数
料
を
徴
牧
し
て
、
本
位
遁
貨
を
後
行
し
て
金
地
金
を
買
受
げ
、

又
は
本
位
週
貨
を
岡
牧
し
て
之
を
貰
渡
す
ぺ
し
。

吾
人
は
以
上
の
改
正
に
就
て
、
第
一
案
及
び
第
二
案
は
貨
幣
交
通

ω現
肢
に
何
等
の
崎
製
化
を
も
生
悲
し
め
な
い

も
の
ご
認
む
る
が
、
第
三
案
は
現
献
に
蝋
到
し
幾
分
の
箆
化
を
生
や
し
む
る
も
其
は
寧
ろ
在
来
の
貨
幣
交
通
娘
態
を

改
善

L
得
る
制
度
で
あ
る
ご
考
へ
る
。
此
の
一
小
替
相
の
目
的
は
其
の
理
由
を
説
明
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。

ーー

法

定

貨

幣



金
属
補
助
通
貨
に
就
て
は
是
ま
で
通
用
制
限
及
後
行
制
限
若
く
は
遁
用
強
制
を
以
て
其
の
成
立
基
礎
を
設
明
す

る
こ
さ
が
普
通
の
設
で
あ
る
が
、
補
助
遁
貨
の
創
定
蛍
時
に
あ
っ
て
は
斯
の
如
〈
認
め
得
ら
れ
た
る
も
A
1
の
補
助

通
貨
は
巳
に
援
化
じ
て
居
る
o

現
代
の
補
助
通
貨
は
A
m
換
的
に
叉
は
多
〈
は
不
換
的
に
本
位
通
貨
を
代
表
す
る
依

存
関
係
仁
其
の
成
立
基
砲
を
有
し
、
此
酔
却
は
究
換
紙
鰐
又
は
不
換
紙
悠
ご
一
宜
(
越
を
同
ふ
す
る
o

代
表
通
貨
は
国
有

の
贋
値
を
有
す
る
を
要
し
な
い
で
、
巳
し
其
材
料
の
債
値
か
ら
解
放
さ
れ
、
何
を
以

τ製
造
す
る
も
其
の
煩
値
成

立
に
は
一
向
差
支
な
い
。
然

ιに
濁
立
し
て
債
格
の
基
準
た
る
ぺ
守
本
位
通
貨
子
。
金
貨
に
あ
っ
て
は
1

1
本
位

銀
貨
も
同
様
に
|
|
、
之
を
金
の
貨
幣
芭
見
る
べ
き
か
、
崎
市
化
補
助
通
貨
が
銀
製
又
は
銅
製
な
る
吉
岡
慌
に
巳
に

其
の
材
料
の
債
値
か
ら
解
放
せ
ら
れ
軍
に
金
製
の
法
定
貨
幣
た
る
に
過
ぎ
ぎ
る
も
の
ご
見
る
べ
き
か
に
就
て
は
、

謂
ゆ
る
金
属
設
Z
表
章
設
芭
の
聞
に
守
議
の
存
す
る
所
で
ゐ
る
。
吾
人
以
一
概
に
雨
設
の
就
れ
に
も
奥
み
し
な
い

で
、
次
に
遁
ぷ
る
如
〈
金
通
貨
よ
b
金
製
通
貨
へ
の
推
移
が
行
は
れ
允
る
も
の
さ
見
る
の
で
あ
る
。

金
貨
本
位
制
の
特
色
は
l
|
其
他
一
般
の
金
属
本
位
制
に
就
て
も
同
様
に
言
ひ
得
る
が
'
ー
金
が
其
の
ま
、
貨

幣
ご
な
り
得
る
こ
子
炉
』
岡
家
が
確
認
せ
る
貼
に
あ
る
。
此
の
確
認
は
最
初
に
あ
ち
て
は
、
「
ク
ナ
ッ
プ
」
の
見
た
る

が
如
く
園
家
の
法
制
が
宣
告
的
に
貨
幣
を
創
定
し
た
る
も

ωで
な
〈
、
共
ま
で
あ
り
し
慣
行
貨
幣
を
引
受
付
て
法

定
貨
幣
に
援
へ
た
る
こ
デ

貨
幣
法
が
、
純
金
の
量
目
二
分
を
以
て
債
格
の
車
位
ご
な
す
ご
規
定
し
他
固
に
も
類
例
が
少
〈
な
い
が
、
是
等
の

論

叢

金
紙
幣
本
位
制

第
ニ
十
巻

(
第
一
瞬
一
七
五
)

一
七
五



論

叢

金
紙
略
本
位
制

第
二
十
巻

(
第
一
競
一
七
六
}

-
七
六

規
定
の
精
神
は
国
家
が
卒
然
に
金
(
庚
(
は
金
一
周
)
を
以
て
債
格
の
基
準
ご
し
た
る
の
で
は
な
〈
、
巳
に
慣
行
貨
幣

た
る
金
(
康
〈
は
金
属
)
を
法
定
貨
幣
に
改
め
た
る
こ
Z
を
表
明
せ
る
も
の
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
げ
る
貨
幣
は
金

麗
製
の
法
定
過
食
で
な
〈
、
法
定
の
金
属
通
貨
で
あ
る
。

現
時
の
支
那
で
は
生
材
銀
貨
及
び
外
国
製
銀
貨
の
慣
行
流
通
を
賦
認
し
少
(
吉
も
放
任
し
法
定
銀
貨
が
之
Z
並

ん
で
流
遇
し
て
居
る
が
、
是
等
は
地
方
に
よ
っ
て
人
々
の
好
め
る
或
通
貨
が
供
給
過
少
芭
な
れ
る
場
合
の
外
は
、

其
等
の
聞
に
於
り
る
品
位
量
目
の
差
異
を
目
標
ご
し
て
授
受
き
れ
て
居
る
。
支
那
政
府
が
法
定
銀
貨
を
充
分
に
供

給
し
て
而
後
に
慣
行
銀
貨
の
流
通
を
禁
止
す
る
な
ら
ば
始
め
て
日
間
位
量
目
に
拘
泥
せ

F
る
法
貨
の
名
贋
通
用
を
見

る
で
あ
ら
ふ
o

併
し
其
際
の
法
貨
は
品
位
量
目
を
基
準
Z
す
る
憤
行
通
貨
の
相
級
で
め
っ
て
、
銀
ご
云
ム
特
定
の

財
貨
及
び
裳
の
、
一
定
の
品
位
量
目
が
法
定
貨
幣
の
本
位
及
車
位
を
構
成
す
る
も
の
ご
見
る
を
穏
蛍
正
す
る
o
何
れ

の
闘
に
ゐ
ち
て
も
曾
て
流
越
し
た
る
慣
行
貨
幣
は
凡
て
利
用
調
値
に
基
〈
夜
通
痕
値
を
有
す
る
特
定
の
財
貨
及
共

の
一
定
の
品
位
量
目
か
ら
成
立
っ
て
居
る
。
岡
家
M
Y

法
定
貨
併
を
制
定
す
る
ご
き
は
其
の
慣
行
貨
幣
の
寅
質
を
受

織
?
の
で
あ
る
。

慣
行
貨
幣
は
利
用
慣
低
に
基
〈
交
通
償
値
を
有
す
る
特
定
の
財
貨
の
中
に
宿
る
貨
幣
で
ゐ
っ
て
、
其
財
貨
ご
蓮

命
を
共
に
す
る
o

其
貨
幣
の
流
通
界
へ
の
供
給
は
其
財
貨
が
生
産
又
は
輸
入
に
よ
り
て
市
場
仁
供
給
せ
ら
る
、
=

同
じ
傾
向
を
有
す
る
。
其
財
貨
は
世
間
の
需
要
に
感
じ

τ供
給
さ
れ
、
之
に
宿
る
貨
幣
は
英
財
貨
所
有
者
に
よ
h
J



、
、
、
、

て
供
給
古
品
、
。
立
(
が
貨
融
市
(
通
貨
}
の
自
由
供
給
の
原
始
奴
態
で
あ
る
。

国
家
が
貨
幣
制
度
を
確
立
す
る
目
的
は
貨
幣
交
通
の
安
定
を
計
る
に
あ
る
。
其
安
定
は
貨
幣
流
一
地
の
基
礎
た
る

枇
曾
信
用
に
背

hrF
る
を
要
件
ご
し
其
枇
舎
信
用
を
動
揺
せ
し
め
な
い
方
法
は
、
慣
行
貨
幣
に
封
し
「
法
貨
」
ゆ
極

印
を
什
し
貨
幣
に
劃
す
る
民
衆
の
信
用
を
一
居
確
寅
な
ら
し
む
る
ご
同
時
に
、
法
定
貨
幣
を
も
一
克
の
如
〈
自
由
供

給
に
任
か
せ
置
〈
こ
主
で
あ
る
。
謂
は
い
自
由
供
給
は
慣
行
貨
幣
に
封
し
請
ふ
が
ま
、
に
法
貨
の
極
印
を
付
し
奥

へ
、
極
印
な
き
慣
行
貨
幣
は
通
用
を
禁
十
る
ピ
言
ふ
に
等
し
い
w

。
此
方
法
を
確
賞
に
遂
行
し
且
つ
法
定
の
品
位
量

目
に
相
違
な
き
ニ
ご
を
保
詮
す
る
縛
め
に
、
自
由
鋳
遣
の
制
度
が
生

ιた
の
で
ゐ
る
o

此
制
度
は
本
位
通
貨
の
名

僚
主
資
促
ご
を
等
し
か
ら
し
む
る
匁
め
に
存
す
る
Z
雪
一
ロ
は
る
、
が
、
主
(
名
園
明
正
言
ふ
は
法
定
貨
幣
明
早
位
の
購
買
能

カ
を
指
し
、
質
債
ご
言
ふ
は
法
定
貨
幣
の
前
身
た
る
慣
行
貨
幣
車
位
の
購
買
能
力
を
指
す
c
厳
格
に
言
へ
ば
貨
幣

に
は
唯
ぢ
名
煩
ゐ
る
の
み
仁
て
、
其
外
に
質
債
な
る
も
の
は
な
い
。
名
償
ご
は
貨
鮮
が
現
に
阪
商
民
尉
を
取
得
す
る

ご
き
の
能
カ
を
指

L
、
貧
困
慌
に
名
債
の
由
っ
て
古
都
品
所
の
問
問
値
で
ゐ
っ
て
、
法
貨
を
構
成
せ
る
金
属
の
利
用
財
、
己

し
て
の
交
換
痕
値
で
は
な
い
。
本
位
通
貨
に
あ
り
で
は
名
岡
田
ご
貧
困
幌
Z
の
一
致
を
要
す
る
ご
一
言
ふ
は
、
在
来
の
慣

行
貨
幣
を
法
定
貨
幣
に
引
直
ほ
し
、
国
家
が
濁
占
的
に
貨
併
後
行
雄
を
握
る
場
合
に
は
、
慣
行
貨
鮮
の
購
買
能
力

を
其
の
ま
、
法
定
貨
幣
に
移
す
を
・
妥
す
る

t
言
ふ
e

】
ピ
で
あ
る
。

国
家
が
本
位
通
貨
た
る
金
貨
の
自
由
鋳
迭
を
認
な
る
さ
き
は
必
中
金
貨
の
自
由
鋳
演
を
も
舛
せ
認
め
な
り
れ
ば

論

設

金
紙
帯
本
性
制

第
二
十
を

(
第
一
就
一
七
七
)

七
士
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A
)

一
七
八

な
ら
旧
制
。
自
由
主
お
ふ
も
私
人
が
勝
手
に
金
一
貨
を
鋳
潰
す
こ
子
炉
』
禁
止
す
る
は
差
支
な
い
、
其
は
自
由
鋳
迭
さ
言

ふ
も
悲
鋳
を
許
さ
な
い
ご
同
様
で
ゐ
る
o

自
由
鏡
迭
は
本
位
渇
貨
り
地
金
引
換
殺
行
を
、
自
由
鋳
潰
は
其
の
地
金

引
換
凶
牧
を
意
味
す
る
o

此
の
後
行
及
岡
牧
に
よ
り
て
金
属
ご
通
貨
ご
が
自
由
に
斡
換
3
る
、
。
自
由
鞠
換
の
制

度
は
国
家
が
慣
行
貨
情
を
形
式
的
に
否
認
(
質
質
的
に
相
捺
す
る
方
法
で
あ
る
。
金
貸
本
位
制
も
他
的
金
属

本
位
制
も
同
様
じ
1
l
i
初
め
此
り
意
義
に
於
て
成
立
し
た
る
も
の
で
あ
る
o

法
定
金
貨
は
初
め
か
ら
法
制
の
創
成

し
た
る
も
の
で
な
く
、
巳
に
貨
幣
た
り
し
金
の
法
貨
ご
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

金
一
か
貨
幣
の
質
質
を
な
す
聞
は
股
格
に
言
ム
所
の
金
貸
本
位
制
が
存
在
す
る
o

金
は
法
定
金
貨
の
材
料
豆
玄
ふ

も
、
共
は
補
助
通
貨
の
銀
や
銅
や
、
紙
幣
の
紙
が
材
叫
円
で
あ
る
ご
全
〈
意
味
を
異
に
す
る
。
後
者
を
土
が
彫
塑
の

材
料
な
る
に
筈
ふ
れ
ば
、
前
者
は
織
布
が
衣
服
り
材
料
な
る
が
如
し
。
若
し
貨
瞥

ω進
化
を
見
古
る
車
純
な
る
表

章
論
者
の
一
一
日
ふ
が
如
く
、
金
貨
は
初
め
か
ら
単
に
金
材
に
印
刻
し
た
る
法
制
の
創
造
物
な
hJ
ご
す
る
な
ら
ば
、
何

故
に
闘
中
部
は
貴
重
な
る
金
材
を
選
』
代
り
に
直
ち
に
紙
を
擦
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
共
理
由
が
解
ら
ぬ
c

諸

園
現
代
の
金
軍
本
位
は
英
図

ω
金
軍
本
位
ご
共
通
な
ら
し
む
る
こ
さ
を
一
の
理
由
ざ
し
て
採
用
せ
ら
れ
た
る
も
の

で
ゐ
る
が
、
其
に

L
て
も
英
閥
初
め
諸
図
が
早
〈
よ
り
貴
金
岡
脚
本
位
制
を
採
用
し
て
居
っ
た
子
}
古
が
問
題
ご
な

る
。
要
す
る
に
最
初

ω法
定
貨
情

ω制
定
は
慣
行
貨
幣
ぞ
選
制
押
す
る
こ
正
に
止
ま
る
の
で
あ
る
o

斯
の
如
〈
吾
人
は
法
定
金
貨
吉
雄
も
初
め
は
金
を
質
質
ご
見
る
貨
幣
で
あ
っ
て
車
仁
金
仁
印
刻
し
た
る
闘
定
の



記
披
で
な
い
E
見
る
が
、
此
見
解
は
決
し
て
貨
併

ω表
章
性
を
無
鵡
す
る
械
端
な
る
金
属
事
設
で
は
な
い
o
「
ク

ナ
ッ
プ
」
は
貨
幣
を
以
て
表
意
的
支
抑
手
段
正
な
し
、
此
表
章
は
法
制
の
創
成
せ
る
も
の
ご
見

τ民
る
o

吾
人
も

後
に
述
ぷ
る
如
〈
貨
幣
は
英
純
粋
性
に
於
て
は
表
章
で
あ
る
さ
な
す
が
、
此
表
章
は
決
し
て
岡
山
棋
の
カ
を
須
つ
ま

で
も
な
〈
己
に
慣
行
貨
幣
の
中
に
存
在
し
て
居
る
。
表
章
は
一
耽
曾
心
略
的
産
呆
で
あ
っ
て
、
同
慣
値
表
章
は
巴
に
一
吐

曾
の
慣
行
に
委
ね
ら
晶
、
貨
併
も
亦
共
有
し
て
居
る
c
慣
行
貨
幣
は
利
用
財
ご
し
て
の
賞
財
性
を
出
後
貼
の
一
己

し
で
費
生
し
来
る
も
、
有
も
貨
幣
ご
な
れ
る
以
上
は
、
芙
は
貨
惨
な
ら
5
る
財
貨
ご
同
様
な
る
貫
財
性
を
有
す
る

に
止
ま
ら
な
い
、
で
、
貨
幣
ご
し
て
の
夫
章
性
を
粂
備
し
て
居
る
。
図
家
の
任
務
は
法
制
に
よ
り
て
此
の
表
章
を
確

tjs 
L 

次
で
貨
幣
を
し
て
盆
h
k

痕
値
表
卒
た
る
特
質
を
鮮
明
な
ら
し
む
る
に
あ
る
。
叉
岡
家
が
銀
貨
幣
eT
金
貨
幣

に
取
換
へ
る
ご
き
は
、
銀
貸
り
有
す
る
表
章
性
が
金
貨
に
依
っ
て
相
藤
吉
る
、
。
貨
幣
は
言
語
の
如
〈
枇
曾
に
生

き
表
章
に
生
き
る
。
き
れ
ど
表
章
性
が
金
属
ご
云
ム
偶
像
に
宿
る
聞
は

l
l金
属
が
皐
に
通
貨
の
技
術
的
資
料
己

な
ら

g
る
限
ち
は

l
l偶
像
が
紳
な
る
如
〈
金
属
が
貨
幣
で
あ
る
。
其
冊
聞
は
慣
行
貨
幣
も
法
定
貨
幣
も
同
様
で
あ

る
ご
思
ふ
。

意

志

-貨

幣

五
日
人
は
貨
幣
の
表
章
性
が
国
家
の
カ
に
て
形
成
さ
る
、
吉
見
?
、
巳
に
枇
舎
に
於
て
ト
仔
在
す
る
さ
鬼
る
。
岡
山
部

論

議

金
紙
幣
本
位
制

第
二
十
巻

(
捧
腕
一
七
九
)

一
七
九
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A
O
)
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A
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の
任
務
は
此

ω表
章
性
を
後
展
せ
し
む
る
に
あ
奇
が
、
最
初
に
あ
っ
て
は
草
に
一
位
台
慣
行
の
碩
値
表
章
を
確
認
し

確
保
す
る
に
あ
る
o
然
ら
ば
国
家
が
貨
幣
に
開
奥
す
る
所
の
意
義
は
唯
其
の
み
に
止
ま
る
か
ご
言
ふ
に
決
し

t
然

う
で
な
い
o

食
鮮
が
枇
曾
憤
刑
臼
の
手
よ
b
図
家
法
制
の
子
に
移
る
に
及
ん
で
芸
の
存
在
の
所
依
が
一
愛
す
る
。
却

も
此
際
、
自
然
に
殺
生
し
流
議
す
る
所
の
自
然
賃
借
は
、
図
家
が
其
意
志
に
よ
り
て
制
定
L
運
用
す
る
所
の
意
志

貨
幣
に
畿
化
す
る
の
で
あ
る
o

岡
家
が
貨
幣
制
度
を
立
て
慣
行
貨
幣
を
其
ま
、
に
受
納
れ
ロ
る
際
は
、
貨
幣
交
通

は
唯
に
確
貫
性
を
増
す
の
み
に
て
其
内
容
は
凌
ら
な
い
か
ら
、
人
々
は
殆
ど
貨
常
に
一
大
鎚
化
の
生
じ
た
る
こ
ご

を
気
付
か
な
い
。
主
れ
い
ど
其
時
己
に
闘
家
な
る
人
格
者
が
共
の
意
志
を
以

τ貸
借
り
内
容
を
自
覚
的
自
決
的
に
盤

真
し
得
る
可
能
性
が
殺
生
し
た
己
一
五
ム
ニ
正
は
貨
勝
仁
ご
っ
て
時
代
を
劃
す
る
一
大
縫
化
で
あ
る
。
箇
人
の
自
然

的
衝
動
力
が
意
志
力
に
進
h
u
Z
F
初
め
て
自
体
の
道
徳
を
生
守
る
如
〈
、
一
肱
舎
の
自
然
貨
幣
が
岡
家
の
手
に
牧
め

ら
れ
て
意
志
貨
幣
ピ
な
る
ご
き
初
め
て
貨
幣
政
策
セ
生
じ
て
来
る
。
如
何
に
あ
る
か
を
観
察
す
る
に
止
ま
っ
た
貨

格
交
通
り
現
象
が
如
何
に
ゐ
ら
し
む
べ
き
か
骨
考
慮
す
る
貨
融
市
交
通
の
生
活
に
進
化
し
た
の
で
ゐ
る
。

岡
家
り
意
志
evv
以
て
貨
幣
を
規
定
す
る
第
一
歩
は
稀
々
の
慣
行
貨
幣
り
中
よ
り
法
定
貨
幣
た
る
べ
き
も
の
を
選

捧
し
、
其
貨
幣
を
構
成
す
べ
き
財
貨
の
種
類
性
質
を
決
定
L
、
他
積
の
財
貨
が
貨
幣

ω地
位
に
侵
入
す
る
を
排
尿

す
る
こ
ご
、
貨
幣
内
通
用
に
品
到
し
強
制
を
行
ふ
-
}
官
、
で
ゐ
る
o

衣
に
国
家
は
本
位
通
貨
の
下
に
補
助
通
貨
不
換
紙
幣
の
如
き
代
表
通
貨
を
創
定
す
る
。
貨
幣
を
代
表
す
る
信
用



設
券
を
遊
行
す
る
こ
三
は
私
人
も
可
能
で
あ
り
叉
庚
〈
行
は
る
、
が
、
信
用
部
同
参
が
世
間
一
般
に
且
つ
無
傑
件
に

間
慣
低
移
轄
の
職
H
T
を
議
す
所
の
貨
幣
ご
な
h

得
る
に
は
、
詮
品
分
の
袋
行
者
が
総
て
の
人
々
に
亘
h
J
多
額
の
貨
幣
を

受
領
す
る
地
位
に
立
て
る
政
府
な
る
こ
ご
を
必
要
ご
し
、
又
其

ω流
通
を
確
保
す
る
斜
め
に
は
通
用
を
強
制
L
得

る
岡
家
の
様
力
に
依
る
を
要
す
る
。
向
は
叉
闘
中
部
は
曾
て
行
は
れ
た
る
慣
行
貨
幣
を
復
活
せ
し
め
法
定
本
位
貨
幣

さ
な
し
現
行
の
も
の
ご
代
ら
し
め
、
或
は
二
楠
の
本
位
貨
幣
を
統
一
し
て
複
本
位
制
を
立

τ、
或
は
複
本
位
を
改

め
て
其
一
の
み
の
軍
本
位
ご
な
し
、
又
は
金
属
よ
h
成
れ
る
本
位
通
貨
の
合
有
量
目
を
増
減
し
、
直
に
進
ん
で
は

本
枚
通
貨
の
供
給
に
劃
し
て
制
限
を
設
く
る
ζ
Z
3
へ
可
能
で
ゐ
b
、
是
等
は
説
れ
も
寅
際
に
行
は
れ
た
も
の
で

e

の
る
。意

志
貨
幣
の
特
徴
は
其
が
回
飽
意
志
に
由
b
て
決
定
せ
ら
る
、
貨
幣
た
る
貼
に
あ
る
o

或
は
枇
舎
の
自
然
カ
に

τ何
時
か
は
仕
遂
げ
得
ら
る
、
も
の
で
あ
る
ご
し

τも
、
閤
家
の
意
士
山
カ
は
早
〈
も
貨
幣
を
一
定
の
目
的
に
遁
底

す
る
や
う
改
造
し
始
め
た
。
主
(
の
改
迭
の
結
果
が
慣
行
貨
幣
ご
若
し
〈
面
目
を
異
に
す
る
を
見
る
ご
き
は
明
か
に

自
然
貨
幣
己
意
士
山
貨
幣
ご
の
相
蓬
を
指
示
し
得
る
が
、
併
し
意
志
貨
幣
の
成
立
時
期
は
之
を
法
定
貨
幣
の
成
立
期

に
求
め
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
倫
は
園
家
意
志
が
貨
幣
を
制
定
す
る
ご
言
ふ
も
、
芸
意
志
の
実
現
に
嘗
り
て
自
然
の

勢
力
を
援
引
す
る
こ
さ
あ
る
は
筒
人
の
意
志
活
動
ご
同
様
で
あ
る
o
此
の
自
然
カ
を
援
引
す
る
悶
家
の
意
士
山
活
動

は
級
仁
注
ぷ
る
所
の
通
貨
供
給
の
調
節
に
よ
〈
認
め
得
ら
る
、
。
敦
れ
に
し
て
も
意
志
は
目
的
を
立
て
且
つ
之
を

論

叢

金
紙
幣
本
位
制

第
二
十
巷

窮
一
揖
一
λ

一)

凡
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議

金
紙
幣
本
位
制

第

十

巻

(
第
一
一
冊
一
凡
ニ
)

F、

帯
池
内
、
ぺ
曽
通
営
な
る
手
段
を
工
夫
し
貴
行
す
る
。
関
家
の
意
士
山
が
善
く
貨
幣
の
使
命
を
了
解
し
之
を
質
現
せ
し
む

る
や
う
に
力
む
る
な
ら
ば
、
貨
幣
は
漸
次
に
不
純
の
分
子
党
品
質
財
性
を
脱
し
て
債
依
表
章
の
純
粋
の
相
を
現
示

す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

四

純

粋

貨

幣

貨
幣
の
職
1
7
は
交
通
経
済
に
於
℃
経
済
同
慣
低
白
色
分
配
す
る
に
存

L
、
主
(
分
配
が
特
定
の
償
値
の
移
轄
に
封
じ
一

-
般
の
横
値
代
表
物
を
授
受
す
る
ニ
ご
郎
も
資
質

ω方
式
に
依
り
て
行
は
る
、
-
』
ご
が
貨
融
市
交
通
り
特
徴
で
ゐ
る
o

又
一
切
の
販
資
財
に
謝
す
る
購
買
力
た
る
こ
ご
が
貨
融
市

ω特
質
で
あ
る
が
、
此
の
購
買
力
は
、
非
人
格
的
に
言
へ

ば
貨
幣

ω単
位
が
販
費
財
を
取
得
す
る
購
買
能
力
で
あ

b
、
人
格
的
に
言
へ
ば
交
通
主
慢
が
其
所
有
す
る
貨
幣
ぞ

以
て
阪
責
財
を
取
得
す
る
購
買
資
力
を
指
す
。
然
る
に
交
通
経
済
の
杢
鰹
よ
b
見
る
ご
き
は
、
貨
幣
は
真
買
の
方

式
に
依
る
阿
国
値
分
配
を
職
飽
己
す
る
所
内
機
関
で
あ
h
、
貨
幣
究
遇
制
は
此

ω分
配
が
行
は
る
、
所
の
経
済
組
織

中
の
一
機
構
で
あ
る
o
従
っ
て
一
国
民
の
中
に
沖
過
す
る
貨
幣

ω総
髄
は
寧
ろ
機
能

ω優
劣
を
云
々
す
ぺ
き
分
配

機
能
で
あ
っ
て
償
値

ω多
少
を
一
五
々
し
得
る
購
買
力
で
は
な
い
、
但
に
図
際
枇
曾
に
於
て
一
国
民
が
他
閥
民
ご
貨

幣
交
通
を
行
ふ
場
人
ロ
い
い
は
一
定
時
に
於
て
現
送
又
は
匁
替
に
よ
り
掛
外
通
用
を
な

L
得
る
限
度
ま
で
の
貨
幣
額
が

某
時
に
於
り
る
一
図
民

ω封
外
購
買
カ
ピ
な
る
の
み
で
ゐ
品
。



貨
幣
の
性
質
を
新
〈
見

τ、
惑
に
斯
か
る
職
R
T
を
執
る
外
に
何
の
品
川
能
も
な
〈
共
れ
専
門
に
用
ゐ
ら
る
、
物
健

が
あ
る
ご
し
た
な
ら
ば
、
吾
人
は
之
を
純
粋
貨
幣
ご
呼
ぴ
得
る
で
あ
ら
ふ
。
允
も
一
物
が
ニ
遁
b
以
上
の
致
能
を

有
す
る
か
ら
ご
て
直
に
之
を
純
粋
物
じ
ゐ
ら
宇
縦
続
物
な
り
ご
言
ふ
は
不
官
で
あ
る
o

吾
人
が
純
粋
ご
一
耳
ひ
雑
探

ぜ
云
ふ
は
、

一
物
が
二
以
上
の
異
料
品
性
能
を
有
す
る
こ
芭
が
、
之
を
用

P

フ
る
生
活
目
的
よ
h
J
鬼
て
其
等
内
聞
に

統
一
な
ぐ
、
北
(
等
の
同
時
存
在
が
各
性
格
を
用
ゆ
る
上
に
於
て
互
に
持
着
し
若
〈
は
牽
制
す
る
欺
態
に
あ
る
場
合

に
於
て
、
或
る
一
の
選
ば
れ
た
Z
使
用
目
的
の
立
場
よ
り
見
て
、
之
に
遡
せ
rc
る
性
能
を
混
入
す
る
も
の
を
簿
操

物
ご
言
ひ
、
英
目
的
に
過
す
る
性
能
の
み
を
有
す
る
も
の
を
純
粋
物
ご
言
ふ
o

慣
行
の
生
材
貨
鮮
の
如
き
は
明
か

に
雑
様
貨
幣
に
じ
て
貸
借
の
織
H
T
を
執
る
ご
同
時
に
他
の
同
的
に
利
用
せ
ら
る
、
。
補
助
遁
貨
に
就
て
見
れ
ば
、

備
は
銀
の
純
分
的
多
少
を
云
々
す
る
苔
思
想
も
残
ド
存
す
れ
ど
、
大
践
に
於
て
己
に
其
材
料
か
ら
解
放
さ
れ
、
貨
幣

芭
し
て
の
使
用
ご
金
属
材
芭
し
て
の
使
用
ご
の
聞
に
選
揮
の
徐
地
な
、
さ
ま
で
に
純
粋
化
し
て
来
た
o

唯
だ
代
表
通

貨
な
る
が
故
に
本
位
週
貨
が
純
粋
貨
幣
ご
な
ら

F
4
限
り
は
、
此
も
亦
全
然
純
粋
化
じ
た
る
も
の
之
は
昔
一
口
ひ
難
い
。

純
粋
賃
借
ご
雑
続
貨
幣
ご
は
主
古
田
明
値
の
成
立
及
び
愛
動
に
於
て
著
し
き
相
惑
が
あ
る
o

先
づ
静
態
的
理
論
正

言
は
る
、
一
償
値

ω成
立
に
就
工
見
れ
ば
、
雑
様
相
且
併
の
問
問
佐
は
向
ほ
之
を
構
成
す
る
特
定
財
貨
の
横
備
を
一
要
素

古
し
て
居
る
が
、
純
粋
貨
幣
的
債
値
は
全
〈
斯
か
る
貫
財
的
痕
値
ケ
離
脱
し
て
居
る
o

純
粋
貨
鮮
の
贋
儲
に
は
少

し
も
財
貨
の
利
用
調
値
を
包
合
し
な
い
の
み
な
ら
や
、
叉
是
ま
で
謂
L
所
の
交
換
痕
値
を
も
後
見
し
得
な
い
o

蓋

官官

叢

金
紙
幣
本
位
制

第
二
十
巻
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λ
=
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四

L
交
換
横
値
ご
云
ふ
は
刺
用
慣
値
あ
る
二
財
貨
の
交
換
を
目
的
ご
す
る
封
比
的
煩
値
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
純
粋

貨
情
的
一
横
値
は
交
通
嘗
事
者
よ
り
見
れ
ば
翠
に
購
買
力
で
あ
h
ノ
、
交
通
の
組
織
的
会
館
よ
り
見
れ
ば
経
済
債
値
の

安
易
的
分
配
機
能
率
吉
も
言
ム
ペ
き
性
質
の
も
の
で
ゐ
る
。
之
に
劃
し
て
は
利
用
贋
低
及
交
換
償
値
の
外
に
第
三

の
冊
偶
値
を
設
〈
る
か
或
は
貨
幣
の
優
位
ご
言
ふ
観
念
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
新
か
る
意
味
の
貸
借
の
倶

佐
は
勿
論
、
雑
探
貨
物
に
も
存
在
し
、
其
が
純
粋
貨
併
に
近
づ
〈
に
従
っ
て
其
の
重
味
を
加
ふ
る
か
、
純
粋
貨
融
市

吉
な
る
に
至
っ
て
始
め
て
不
純
の
岡
田
伎
を
騒
慈
し
移
り
明
か
に
英
会
貌
を
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。
女
に
動
態
的

理
論
Z
謂
は
る
、
岡
田
値
の
援
動
に
就
て
見
れ
ば
、
雑
時
株
貨
幣
に
あ
っ
て
は
之
を
構
成
す
る
財
貨
の
痕
低
が
共
需
要

提
供
の
消
長
に
臆
じ
て
擾
動
す
る
芭
吉
、
貨
幣
の
債
値
も
亦
英
影
響
を
受
〈
る
o

支
那
の
銀
貨
及
銅
賞
に
共
の
適

例
を
見
る
。
之
に
反
し
純
粋
貨
鮮
の
痕
値
の
遊
勤
は
知
何
な
る
特
定
財
貨
の
腐
値
抽
出
動
に
も
座
梓
す
る
こ
ご
な

〈
、
其
は
専
ら
貨
幣
車
位
の
総
額
及
び
其
が
献
命
日
の
各
人
に
分
配
せ
ら
れ
あ
る
放
路
並
に
各
種
の
販
責
財
の
提
供

最
及
び
主
(
等
が
枇
舎
各
人
の
需
要
に
熔
酬
す
る
妹
越
の
愛
化
に
由
っ
て
起
る
の
で
あ
る
。

雑
岬
桝
貨
慨
は
交
通
経
済
に
於
て
煩
値
分
配
の
任
務
を
執
る
さ
同
時
に
利
用
経
済
に
於
て
生
産
又
は
消
費
の
用
途

に
も
向
け
得

ιる
、
・
。
期
か
る
貨
併
以
一
見
重
賞
な
る
が
如
き
も
貨
幣
正
し
て
は
完
全
に
其
任
務
を
謹
し
能
は

5

る
快
結
が
あ
る
o
貨
幣
た
る
財
貨
は
一
方
で
は
一
切
の
販
費
財
の
優
位
を
測
定
す
る
基
準
で
あ
'
り
な
が
ら
、
他
方

で
は
自
身
が
償
値
を
測
定
せ
ら
る
販
寅
財
の
一
で
あ
る
。
或
財
貨
が
|
|
例
へ
ば
農
業
時
代
の
主
食
品
の
如
〈



|
|
絡
h
A
Y
何
人
に
も
需
要
せ
ら
れ
、
備
は
何
人
に
古
っ
て
も
最
も
必
要
な
る
生
活
資
料
で
あ
り
且
つ
生
活
費
の

中
に
て
最
も
多
額
の
債
値
を
占
む
る
も
の
な
ら
ば
、
其
財
貨
の
田
明
値
を
以
て
他
の
有
ら
ゆ
る
財
貨
の
償
値
的
基
準

ご
な
す
こ
Z
は
甚
し
き
不
都
合
な
き
ゃ
う
に
恩
は
る
、
も
、
現
代
に
は
新
が
る
標
準
に
通
せ
る
財
貨
は

も

な

(
、
叉
之
ゐ
り
さ
す
る
も
今
日
の
如
〈
分
配
の
枇
曾
機
構
が
複
雑
芭
な
れ
る
時
代
に
は
到
底
、
純
粋
貨
幣
の
如
き

優
秀
な
る
機
能
を
後
揮
す
る
を
得
な
い
。
殊
に
如
何
な
る
財
貨
も
悶
有
な
る
債
値
の
消
長
あ
る
こ
ご
を
兎
れ
な
い

か
ら
、
数
々
生
中
ペ
ミ
d

茸
(
の
凌
動
は
一
切
の
販
責
財
の
倶
値
を
針
比
的
に
輪
出
動
せ
し
め
、
貨
幣
ど
し
て
の
債
値
稜

動
を
も
之
に
加
へ
て
著
し
〈
貨
幣
交
通
の
安
定
を
妨
「
品
。
貨
幣
は
其
の
国
有
の
職
1
7
よ
り
見

τ寧
ろ
利
用
慣
値

ゐ
る
財
貨
に
依
存
せ

F
る
を
可
ご
し
、
叉
新
〈
せ

5
る
こ

Z
に
よ
り
て
貨
幣
正
し
て
用
ゐ
ら
る
べ
き
特
定
財
貨
の

大
部
分
の
量
を
其
り
固
有
り
用
途
に
向
け
得
ら
晶
、
。
消
費
を
抑
へ
易
い
金
の
如
き
は
寧
ゐ
之
を
貨
幣
ご
し

τ用

切
る
方
が
利
盆
な
る
や
う
に
恩
は
る
、
が
、
消
費
を
抑
へ
易
い

Z
云
ム
こ

Z
に
気
付
〈
な
ら
ば
巳
に
金
が
痕
値
の

基
準
ご
し
て
不
適
任
な
る
こ
ご
を
如
、
リ
得
る
誇
で
あ
る
。

五

金

製

逼

貨

今
日
の
法
定
金
貨
は
巳
に
雑
探
貨
幣
の
階
段
を
越
へ
て
純
締
貨
幣
に
ま
で
昇
進
し
柁
る
も
の
な
る
や
否
や
は
、

軍
に
其
外
貌
を
見
た
る
だ
け
に

τは
認
明
し
難
い
。
固
定
食
鮮
は
己
に
意
志
貨
幣
ご
な
っ
て
居
る
が
就
れ
の
闘
に

論

書室

晶
紙
幣
本
位
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第
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一
八
六

て
も
金
負
制
定
の
嘗
時
仁
は
永
に
之
を
純
粋
貨
時
ご
は
見
て
居
な
か
っ
た
で
あ
ら
ム
。
金
が
郎
も
金
貨
で
あ
り
、

金
が
令
一
貨
の
資
質
を
構
成
す
ご
見
る
ご
き
は
法
定
金
貨
ご
雌
も
品
川
ほ
雑
緩
貨
幣
た
る
を
兎
れ
な
い
。
之
に
反
し
金

貨
は
金
裂
の
間
間
値
表
章
で
ゐ
り
、
金
は
決
貨
製
治
の
技
術
的
資
料
で
ゐ
る
ご
見
る
と
き
は
貨
幣
り
作
用
に
於
て
は

品
川
ほ
快
「
る
所
ゐ
る
は
む
捌
念
に
浮
び
た
る
其
の
性
質
は
己
に
純
粋
貨
幣
で
あ
る
ご
一
一
一
日
ひ
得
ら
る
、
。

現
代
諸
国

ω金
貨
は
原
則
ご
し
て
金
ご
金
賞

zω
自
由
時
換
を
認
む

ι所
的
自
白
金
貨
で
あ
る
。
此
の
自
由
聴

換
制
は
先
き
に
述
べ
た
る
如
(
、
も
ご
闘
中
部
が
金
即
ち
金
負
た
り
し
慣
行
貨
併
を
法
定
貨
幣
ご
し
て
確
認
し
、
品
且

併
の
製
造
及
袋
行
雄
を
掌
握
す
る
際
に
於
け
る
必
要
な
る
制
度
で
あ
っ
た
。
然
る
仁
我
等
の
今
の
貨
幣
思
想
を
以

τ解
粋
す
れ
ば
、
此
制
度
は
通
貨
供
給
の
調
節
方
法
Z
考
へ
る
こ
ご
が
出
来
る
o

自
由
時
換
の
事
質
に
於
て
は
宅

も
異
る
所
な
き
も
、
之
を
如
何
に
考
へ
る
か
の
意
味
に
至
b
て
は
前
後
に
著
し
い
相
違
が
あ
る
o

一
凶
の
通
貨
は
信
用
其
他
の
貨
幣
交
通
機
構
に
稜
化
な
き
限
h
ノ
は
、
販
貰
財
が
漸
次
に
増
加
し
行
〈
に
適
応
し

て
之
ご
均
衡
を
保
も
っ
、
漸
増
す
る
を
可
ご
し
、
急
激
に
増
減
し
な
い
や
う
に
仕
向
り
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

金
は

永
年

ω蓄
積
量
多
大
な
れ
ば
年
々
の
産
額
も
会
存
在
量
に
比
し
て
重
き
を
な
さ
な
い
、
又
金
は
大
地
の
官
源
よ
b

抽
出
す
る
も
の
な
れ
ば
人
力
を
以
て
急
速
に
増
加
せ
し
む
る
-
」
己
は
不
能
で
あ
る
。
自
由
時
換
を
認
む
る
金
貸
本

位
制
は
斯
〈

τ通
貨
の
過
度
の
膨
脹
を
制
じ
得
る
o

又
自
由
時
換
に
よ

b
て
金
の
債
格
は
一
定
す
る
が
放
に
、
其

同
恨
格
以
下
に
生
産
苫
れ
得
た
る
金
の
大
部
分
は
金
貨
ご
な
b
、
共
に
て
犯
貨
膨
脹
し
物
価
幌
高
騰
す
れ
ば
金
の
生
産



産
費
も
亦
上
ぽ
り
て
金
の
生
産
の
増
加
、
従
っ
て
金
貨
の
増
加
を
抑
制
す
る
o

一
具
に
金
の
提
供
が
需
要
に
添
は

F

れ
ば
進
ん
で
金
貨
の
鋳
潰
と
な
り
通
貨
の
牧
縮
ご
な
り
、
共
が
叉
物
問
恨
を
通
じ
て
金
の
生
産
増
加
ご
な
b
通
貨
の

増
加
ご
な
る
。
斯
の
如
き
通
貨
供
給
の
調
節
作
用
は
必
し
も
金
貨
に
限
ら
な
い
ー
が
、
金
が
最
も
比
の
遁
臨
脳
性
に
宮

み
、
主
(
故
に
金
貨
が
固
執
さ
れ
て
居
る
c
金
的
ち
金
貨
な
り
さ
な
す
思
想
か
ら
言
へ
ば
、
金
の
慣
儲
は
並
(
の
需
要

提
供
が
他
の
財
貨
に
比
し
て
激
抽
出
少
さ
に
由
り
比
較
上
最
も
安
定
し
て
居
る
ご
云
ふ
理
由
に
て
、
厨
恨
値

ω
安
定
を

向
ぷ
貨
幣
に
金
を
用
ゐ
て
一
よ
り
他
に
反
射
せ

L
U
る
ご
見
る
。
通
貨
の
供
給
調
節
の
震
に
金
貨
を
採
る
ご
な
す

思
想
か
ら
言
へ
ば
、
唯
に
金

ω需
要
提
供
は
激
援
し
な
い
か
ら
自
由
稗
換
制
に
よ
h
て
之
を
誠
一
貨
の
資
料
ご
な

し
、
ま
(
山
念
徴
過
大
な
る
増
減
を
避
け
る
ご
見
る
。
是
に
於
て
担
金
を
質
賃
己
す
る
金
通
貨
ご
金
を
資
料
ご
す
る

金
製
通
貨
ご
の
別
を
生
じ
て
来
る
。

然
ら
ば
同
一
事
賞
た
る
自
由
時
換
制
を
新
り
如
〈
臭
っ
た
意
味
に
解
す
る
所
の
現
代
内
貨
幣
思
想
は
如
何
に
し

て
生
じ
た
る
か
o

某
は
慣
行
貸
借
が
法
定
貨
幣
仁
進
む
に
及
ん
で
、
貨
幣
は
己
に
自
然
の
産
物
で
な
く
意
志
の
成

果
で
あ
る
ご
云
ふ
見
方
が
4

次
第
に
成
熟

L
来
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
貨
幣
が
自
然
秩
序
の
下
に
成
立
し
流
通
す
る
問

は
英
数
量

ω多
少
を
考
慮
し
按
排
す
る
者
は
な
い
。
図
家
が
共
意
士
山
活
動
の
中
に
貨
幣
の
制
定
及
運
刷
用
ef
加
ふ
る

に
至
っ
て
貨
幣
交
通
を
調
整
す
る
潟
め
に
遁
常
な
る
手
段
を
考
慮
す
る
者
を
生
じ
た
。
今
で
は
金
ご
金
貨
ご
の
自

由
轄
換
は
、
金
を
金
貨
ご
な
す
の
で
は
な
〈
、
通
貨

ω供
給
を
調
節
す
る
魚
め
の
手
段
ご
し
て
金
製
通
貨
の
賛
行

f市

3置

A

官
祇
融
市
本
位
制
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)
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f、
J、

及
回
収
を
金
仁
依
存
せ
し
む
る
ご
見
る
ぺ
き
で
あ
る
。
尤
も
新
の
如
き
見
方
は
専
ら
闘
内
貨
榊
附
言
し
て
の
金
貨
じ

就
て
言
う
た
の
で
あ
る
。
金
貨
は
囲
内
貨
幣
た
る
ご
同
時
に
国
際
貨
幣
ご

L
て
用
ゐ
ら
る
、
。
此
方
面
に
於
り
る

自
由
時
換
制
的
作
用
は
、

一
回
の
貨
幣
を
し
て
世
界
の
金
貨
閏
間
仁
於
け
る
共
通
貨
幣
た
ら
し
め
、
以
て
組
問
外
骨
岬

替
耐
慣
値
を
安
定
せ
し
か
る
に
あ
る
。
間
際
貨
幣
は
宵
ほ
自
然
貨
幣
で
あ
り
、
岡
家
が
積
格
的
に
之
を
支
配
す
る
こ

さ
は
出
来
な
い
か
ら
、
岡
家
は
唯
に
自
由
時
換
制
に
依
h
て
、
意
志
貨
幣
た
る
国
内
貨
耐
併
を
自
然
貨
併
た
る
国
際

貨
幣
に
順
臆
せ
し
む
る
吉
見
る
べ
き
で
あ
る
。

期
の
如
く
見
る
正
き
は
我
貨
幣
法
に
「
純
金
量
目
二
分
を
以
て
債
格
の
単
位
ご
な
し
之
を
国
吉
絡
す
」
言
言
へ
る

文
句
は
、
事
賞
を
動
か
す
こ
ご
な

t
L
て
之
を
「
痕
格
を
定

U
る
貨
幣
の
軍
位
は
之
を
岡
正
一
梢
す
。
本
位
通
貨
は

一
回
に
純
金
量
目
二
分
を
合
有
せ
し
む
」
己
改
め
得
る
ご
岡
山
ふ
。
叉
是
仁
至
れ
ば
自
由
鋳
造
及
自
由

金
制
溝
正
じ
、

鋳
潰

ω詰
を
改
め
て
、
政
府
が
一
定
の
療
格
を
以
て
地
金
を
買
受
け
又
は
責
渡
す
ご
な
す
も
差
支
な
い
。
但
に
英
一

際
に
は
必
十
通
貨
の
肱
現
行
又
は
回
放
を
な
す
を
要
す
る
、
こ
れ
自
由
輔
換
の
事
賞
を
存
置
せ
ん
が
銭
め
で
あ
る
o

六

金

ff~ 

幣

現
代
の
自
白
金
貨
を
車
に
金
製
通
貨
吉
見
倣
す
な
ら
ば
、
其
は
己
に
純
粋
貨
幣
に
到
蓬
じ
た
る
も
の
ご
言
ひ
得

る
で
あ
ら
う
か
。
金
裂
の
理
由
が
通
貨
の
自
由
鞠
換
ご
共
に
単
に
通
貨
供
給
の
調
節
手
段
を
執
る
に
ゐ
る
さ
考
ム



る
な
ら
ば
、
概
念
的
に
は
此
の
試
問
を
肯
定
し
て
差
支
な
い
で
あ
ら
ム
。
さ
れ
H

と
事
質
に
少
し
の
髭
瓦
な
き
に
唯

ガ
意
味
の
み
を
磁
化
色
す
る
-
』
ご
は
恐
ら
く
主
制
仁
偏
す
る
鎌
を
兎
れ
な
い
で
あ
ら
ふ
。
ヌ
翻
念
的
に
は
金
貨
を

純
粋
貨
幣
ご
考
へ
得
る
ご
し
て
も
、
現
貨
に
は
貨
幣
が
一
財
貨
た
る
金
正
一
睡
で
あ
る
ご
一
玄
ふ
事
質
を
打
抽
出
す
こ

ご
は
出
来
な
い
o

公
平
な
る
又
安
全
な
る
見
解
は
、
金
貨
が
巳
に
純
粋
貨
幣
に
向
っ
て
出
費
し
た

Z
言
ム
に
あ
る

で
あ
ら
う
。
而

L
て
概
念
は
事
貨
を
誘
導
す
る
。
貨
幣

ω事
責
も
亦
其
の
意
味
の
箆
化
に
よ
り
て
次
第
に
畿
り
行

〈
傾
向
が
ゐ
る
。
我
図
の
如
〈
先
換
券
が
安
全
に
流
通
す
る
所
に
て
は
巳
に
之
を
以
て
本
位
貨
幣
の
如
〈
見
倣
す

慣
習
を
生
じ
、
叉
金
ご
金
貨
ご
の
縛
換
は
中
間
に
造
幣
局
正
後
券
銀
行
ご
を
置
い
て
金
正
売
換
券
ご
の
将
換
に
縫

っ
て
居
る
o

街
叉
野
外
通
用
の
貨
幣
は
潟
替
仁
於
て
は
品
川
換
券
で
あ
り
、
現
時
時
仁
於
て
は
よ
し
金
貨
で
あ
っ
て
も

唯
だ
の
金
で
あ
る
o
従
っ
て
金
ご
究
換
券
ご
の
自
由
時
換
さ
へ
存
置
古
る
れ
ば
事
足
b
、
中
間
の
金
貨
は
会
〈
鈍
…

用
ご
な
っ
て
居
る
。
一
見
に
自
由
縛
換
制
を
以
て
遜
貨
供
給
の
調
節
手
段
ご
見
る
さ
き
は
、
其
手
段
の
殺
カ
さ
へ
傷

け
な
け
れ
ば
、
通
貨
が
金
製
で
ゐ
ら
う
ご
紙
製
で
あ
ら
ふ
古
賀
際
に
於

τ何
等
の
支
障
な
く
、
理
論
的
に
は
常
然

に
無
差
別
で
あ
る
o
斯
く
し
て
唯
だ
品
川
換
券
の
交
換
の
文
句
を
取
去
り
、
其
後
行
機
闘
を
中
央
銀
行
よ
り
政
府
仁

移

L
、
事
賞
に
於
て
行
は
れ
た
る
金
貨
の
流
通
を
制
度
の
上
に
て
廃
止
す
る
な
ら
ば
、
金
貸
本
位
制
は
置
も
に
金

紙
併
本
位
制
に
師
陣
争
る
こ
吉
、
な
る
o

前
ほ
金
融
調
節
ご
栄
ね
た
る
現
行
の
品
川
換
券
制
限
外
政
官
行
の
制
度
は
、
頗

る
疑
問
の
存
す
る
所
で
あ
る
が
向
ほ
之
を
存
置
す
る
ご
せ
ば
、
今
の
制
限
外
後
行
税
を
制
限
外
車
現
行
貸
付
利
子
に

論

議

金
祇
僻
本
位
制

第
二
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代
へ
、
政
府
が
紙
併
を
夜
行
し
て
中
央
銀
行
に
交
付
す
れ
ば
事
震
に
は
何
の
相
違
も
生
じ
な
い
。

金
紙
常
本
位
制
ご
な
る
ご
き
は
共
は
本
位
制
の
名
義
を
愛
へ
た
る
の
み
に
て
、
資
際
の
貨
幣
交
通
に
は
何
の
制
捜

動
を
も
生
喧
し
め
な

ν
。
併
し
其
的
名
義
的
竣
化
は
貨
幣
進
化

ω上
に
甚
亡
重
一
安
な
る
意
義
を
有
す
る
。
金
紙
幣

本
位
に
あ
ち

τは
金
は
園
内
に
於
て
貨
幣
さ
な
る
資
絡
を
失
ひ
、
貨
幣
は
惟

r本
位
明
間
貸
h
H
Z
全
紙
幣
ご
代
表
通

貨
た
る
補
助
通
貨
の
み

Z
な
る
o

此
の
補
助
通
貨
に
就
て
も
、
若
し
政
府
が
人
々
の
請
求
に
謄
じ
て
大
小
各
荷
額

面

ω通
貨
を
互
に
引
換
ふ
る
義
務
を
負
ふ
ば
ら
ば
l
i
l
其
は
寅
際
に
於

τ甚
に
必
要
な
る
制
度
で
あ
り
、
引
換
を

一
定
額
以
上
に
制
限
す
れ
ば
賀
行
も
亦
容
易
で
あ
る
|
|
政
府
に
劃
し
て
芸
の
後
行
を
制
限
す
る
必
要
も
な
〈
其

の
快
乏
を
訴
ふ
る
奇
怪
な
る
現
象
も
起
ら
す
、
叉
立
(
の
通
用
制
限
す
ら
も
存
置
す
る
理
由
も
寅
盆
も
な
く
な
b
、

結
局
、
小
額
面
の
通
貨
は
存
し
て
も
締
幼
通
貨
な
る
も
の
消
滅
す
る
こ
ご
、
な
る
o

又
金
紙
幣
ご
な
れ
ば
先
換
券

は
勿
論
自
然
消
滅
に
蹄
し
、
不
換
紙
幣
も
亦
存
在
の
時
四
地
が
な
〈
な
る
。
蒸
し
不
換
紙
懲
は
金
属
本
位
逓
貨
の
存

在
を
前
提
ご
し
、
主
(
を
不
換
的
に
代
表
せ
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
若
し
金
紙
幣
本
位
制
に
於
て
金
引
換
の
紙

幣
回
牧
を
停
止
す
る
な
ら
ば
、
其
間
は
一
時
、
金
の
冠
を
拾
ず
し
、
濁
立
紙
幣
ご
な
る
が
不
換
紙
幣
ご
は
な
ら
な

い
。
斯
〈
な
れ
ば
金
紙
幣
の
下
に
は
、
車
に
紙
製
の
大
額
面
通
貨
の
外
に
使
用
の
便
宜
の
匁
の
み
に
金
属
製
の
小

額
面
通
貨
を
用
ゆ
る
に
止
ま
h
て
一
切
の
代
表
通
貨
が
消
滅
し

1
l是
ま
で
重
寛
吉
忠
は
れ
党
複
合
通
貨
制
も
亦

消
滅

L
1
1従
っ
て
又
代
表
通
貨
又
は
締
助
通
貨
ご
封
立
す
る
観
念
た
る
本
位
選
貨
な
る
も
の
も
無
〈
な
h
、同開



格
を
定
む
る
本
位
は
ゐ
っ
て
も
貨
幣
の
本
位
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
-
』
ご
、
な
る
o

金
貨
が
感
せ
ら
れ
JL
金
紙
幣
ご
な
る
ご
き
は
、
金
、
己
金
紙
幣
ご
の
白
白
碑
換
は
全
く
通
貨
供
給
の
調
節
方
法
に

過
ぎ
な
い
ニ
芭
が
明
瞭
に
了
解
せ
ら
れ
得
る
。
意
志
貨
幣
が
是
世
田
ま
で
疫
反
し
来
れ
ば
、
貨
融
市
は
償
儲
表
章
仁
し

て
金
属
仁
依
麗
し
な
い
£
云
ふ
こ
正
が
確
め
得
ら
れ
、
純
粋
貨
幣
の
相
が
際
立
づ
て
鮮
明
に
現
は
れ
る
o

さ
れ
ど

も
金
紙
幣
は
表
面
よ
り
見
れ
ば
債
値
表
章
共
も
り
で
あ
る
が
、
一
一
表
面
仁
は
金
が
怪
へ
て
紙
幣
を
左
右
し
て
居
る
o

金
(
康
〈
一
五
へ
ば
金
属
)
が
直
ち
に
貨
幣
で
あ
っ
た
慣
行
の
生
材
貨
幣
が
一
進
し
て
金
を
成
立
基
礎
と
す
る
法
定
の

鋳
造
金
貨
Z
な
り
、
其
が
再
進
し
て
金
を
成
立
候
件
己
す
る
金
紙
幣
Z
な
る
誇
で
あ
る
。
成
立
の
基
礎
は
動
か
し

難
い
が
成
立
の
僚
件
は
一
よ
h
他
に
替
へ
易
い
、
保
件
を
替
へ
て
一
二
進
せ
し
な
れ
ば
金
紙
幣
は
や
が
て
濁
立
紙
鮮

ご
な
り
得
る
。

こ
の
駄
に
於

τ金
紙
幣
は
、
品
川
ほ
金

ω名
務
を
拾
工
得
、
さ
る
や
う
仁
金
の
自
由
轄
怖
税
制
の
上
仁
立

つ
ご
云
ふ
事
情
に
於
て
は
金
貨
Z
同
様
で
あ
ち
な
が
ら
、
而
か
も
貨
幣
進
化
の
土
に
於

τ甚
だ
重
要
な
る
地
位
を

占
む
る
も
の
で
あ
る
。

金
貸
本
位
制
が
金
紙
幣
本
位
制
に
遜
る
ご
き
は
、
常
然
に
品
川
換
券
も
無
〈
な
叶
て
A
m
換
制
度
の
消
滅
し
A
M
換
準

備
も
要
し
な
い
こ
さ
、
な
る
o

某
に
代
っ
て
紙
幣
竣
行
者
た
る
政
府
が
金

ω保
有
を
必
要
ご
す
る
事
由
は
、
第
一

に
は
園
内
に
於
け
る
金

ω
需
要
に
針

L
紙
幣
を
岡
牧
し
て
金
を
交
付
す
る
に
あ
る
が
‘
閥
内
の
金
消
費
量
は
略
ぽ

高
崎
定
し
得
ら
れ
且
つ
其
需
要
量
は
次
の
場
合
に
比
ぶ
れ
ば
析
め
て
少
額
に
止
ま
る
が
故
に
、

之
に
謝
す
る
引
換
準

論

議

金
紙
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九

備
は
特
に
問
題
ご
す
る
に
足
ら
な
い
o

金
保
有
の
必
要
は
寧
ろ
第
二
の
場
合
ご
し
て
、
劉
外
支
出
超
過
せ
る
ご
き

闘
際
貨
幣

Z
Lて
現
迭
す
べ
き
金
の
交
付
請
求
に
藤
守
る
に
あ
る
。
金
貨
本
位
に
於
け
る
先
換
準
備
は
金
紙
幣
本

位
に
あ
っ
て
は
主
ご
し
て
針
外
牧
支
の
決
済
準
備
さ
な
る
が
、
此
離
は
現
在
ご
躍
も
諸
図
を
返
じ
て
概
ね
然
う
な

っ
て
居
る
o

大
戦
前
に
ゐ
h
て
も
、
品
川
換
券
後
行
額
の
三
分
の
一
を
必
要
の
準
備
額
ご
な
す
三
五
ふ
標
準
は
殆
ど

意
味
を
失
っ
て
、
各
図
共
に
多
々
盆
々
可
な

b
z
云
ふ
調
子
に
て
金
貨
の
蓄
積
に
腐
心
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
唯

口
金
紙
管
本
位
ご
な
れ
ば
金
の
保
有
額
は
紙
幣
の
後
行
額
ご
直
接
の
関
係
な
〈
、
殆
ど
之
を
決
済
準
備
ご
見
倣
し

調
外
股
支
の
均
衡
紋
拙
喝
を
鑑
み
て
準
備
す
れ
ば
よ
い
。
封
外
支
出
超
過
の
傾
向
あ
る
図
は
其
の
超
池
藤
想
額
に
徴

じ
て
寧
ろ
よ

h
多
き
準
備
金
を
置
く
を
安
全
ご
す
ぺ
〈
、
針
外
股
入
超
過
の
傾
向
あ
る
闘
は
板
端
に
言
へ
ば
某
の

傾
向
の
確
実
な
る
限
り
殆
y
」
準
備
金
を
常
泣
せ
中
古
も
業
支
な
い
で
あ
ら
ふ
。

一
図

ω
閥
際
信
用
は
紙
帯
後
行
額

ご
金
保
有
額
ご
の
割
合
に
依
ら
な
い
で
、
針
外
牧
支
の
均
衡
扶
態
に
針
癒
し
行
〈
金
保
有
額
の
多
庭
に
依
b
て
詳

定
せ
ら
る
、
。
制
度
又
は
政
策
ご
し
て
金
保
有
額
の
最
低
限
度
を
定
む
る
場
合
に
も
亦
紙
幣
後
行
額
の
多
少
如
何

に
拘
ら
守
、
主
ご
し
て
劉
外
牧
支
の
偏
差
如
何
を
標
準
Z
じ
な
け
れ
ば
な
ら
れ
制
。
相
自
外
支
出
超
過
の
傾
向
ゐ
る
闘

が
芙
の
超
過
に
勝
争
ぺ
き
金
準
備
を
調
達
し
得
F
る
紋
況
に
ゐ
る
な
ら
ば
、
惑
に
金
準
備
の
存
続
す
る
限
度
に
於

て
支
出
を
許
容
す
る
や
う
に
牧
支
英
事
を
調
節
し
な
け
れ
ば
な
も
ぬ
。
金
準
備
が
澗
渇
す
る
ご
き
は
金
貸
本
位
正

阿
世
慨
に
金
紙
幣
本
位
も
亦
破
壊
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。



七

自
由
時
換
制
の
得
失

金
紙
幣
本
位
制
は
金
古
紙
幣
ピ
の
自
由
時
換
を
認
め
、
之
の
手
段
に
依
っ
て
紙
鮮
の
供
給
を
調
節
す
る
の
で
あ

る
o
巳
に
自
肉
聴
換
を
一

ω手
段
正
見
る
な
ら
ば
、
や
が

t
此
子
段
が
果
し
て
通
貨
供
給
を
適
度
な
ら
し
む
る
良

方
法
な
る
や
否
や
が
吟
味
せ
ら
る
べ
き
問
題
正
な
る
。
若
し
此
手
段
よ
争
も
向
ほ
善
〈
調
節
の
目
的
に
適
へ
る
方

法
が
ゐ
る
ご
す
れ
ば
、
此
を
以
て
彼
に
替
ム
る
も
敢
b
て
妨
げ
な
い
。
新
〈
の
如
〈
調
節
手
段
を
替
ふ
る
も
可
な

b
z考
へ
得
る
E
云
ふ
こ
E
は
、
巳
に
金
紙
幣
が
純
粋
貨
幣
り
階
段
に
昇
れ
る
ご
ご
を
明
示
し
居
れ
る
が
、

ば
Z
て
其
調
節
手
段
が
会
然
金
を
隣
る
、
な
ら
ば
、
金
紙
幣
は
も
は
や
存
在
し
な
い
ニ
吉
、
な
る
。

さ
れ

先
づ
自
由
穂
換
制
の
贋
伯
如
何
を
考
ふ
る
に
、
第
一
に
此
制
度
は
政
府
を
し
て
財
政
其
他
貨
幣
政
策
以
外
り
目

的
を
以
て
週
貨
を
濫
畿
せ
し
め
得
な
い
結
に
長
所
を
有
す
る
。
法
定
貨
幣
は
岡
家

ω制
定
す
る
貨
幣
な
れ
ど
、
園

家
が
通
貨
の
濫
畿
を
自
制
す
る
縛
め
に
金
の
産
出
Z
云
ム
自
然

ω牽
制
に
共

ω意
士
山
を
依
存
せ
し
め
て
居
る
。
園

家
機
闘
が
岡
家
の
意
志
を
過
つ

τ決
定
す
る
こ
さ
な
し
ご
信
じ
得
ら
る
、
ほ
ど
に
岡
家
組
織
が
進
歩
す
る
ま
で

は
、
此
の
自
・
添
強
制
は
一
応
は
必
要
の
制
度
ご
思
は
る
、
。
き
れ
戸
)
此
制
度
が
是
ま
で
金
貸
本
位
制
の
下
に
運
用

さ
れ
た
る
有
僚
を
見
れ
ば
、
政
府
は
必
し
も
通
貨
の
伸
縮
及
び
物
債

ω騰
落
を
標
準
Z
し
な
い
で
、
或
は
外
交
を

仰
ぎ
或
は
外
に
投
資
し
て
金
を
増
減
し
、
英
人
魚
策
は
上
越
の
自
家
強
制
を
無
数
な
ら
し
む
る
場
令
が
少
〈
な

諭

議
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四

ぃ
。
国
際
交
通
の
畿
日
庇
せ
る
今
日
に
あ
り
て
は
、
金
の
産
出
ご
云
ふ
こ
Z
は
、
世
界
的
に
見
れ
ば
古
も
か
〈
、
国

民
経
済
に
ご
っ
て
は
、
通
貨
供
給
を
調
節
す
る
蝦
き
制
御
力
ご
は
な
ら
な
い
で
、
通
貨
の
伸
縮
は
寧
ん
国
際
交
通

方
面
に
於
り
る
政
府

ω人
魚
的
政
策
に
由
る
所
が
多
h
v
o

勿
論
芸
等
の
政
策
が
必
し
も
悪
る
い

Z
云
ふ
誇
で
は
な

〈
、
唯

r英
唖
岬
め
に
自
由
鞠
換
制
の
放
力
は
甚
だ
頼
み
少
な
い
も
の
ご
な
る
の
で
あ
と
o

第
二
に
自
由
鴇
換
制
は
、
金
の
需
要
及
提
供
が
諸
財
貨
の
中
に
て
も
最
も
脇
田
勤
の
少
な
い
も
の
で
め
る
ご
一
五
ふ

理
由
に

τ、
金
の
需
供
正
一
五
ム
自
然
作
用
に
通
貨
供
給
の
調
節
を
依
頼
せ
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
紡
は

車
に
A

霊
的
生
産
及
消
費
に
就
て
言
ふ
も
期
待
さ
る
、
ほ
ど
に
着
賞
な
る
歩
調
を
取
っ
て
居
な
い
。
「
フ
イ
V
ヤ

1
」

数
授
が
弗
貨
備
正
案
を
提
出
し
た
の
も
其
故
で
あ
る
。
殊
に
封
外
収
支
の
偏
差
に
由
る
金
の
輪
出
入
に
至

h
τ

は
、
た
ご
へ
金
の
贋
値
盤
動
が
世
界
的
で
あ
る
=
は
言
、
ー
其
よ
り
来
る
金
の
提
供
量
の
培
械
の
み
に
て
も
著
し

〈
通
貨
の
伸
縮
を
惹
起
し
自
由
碑
換
は
寧
み
貨
幣
交
通
を
茶
毒
す
る
。
若
し
其
の
結
果
を
防
止
せ
ん
ご
す
る
正
貨

政
策
を
執
h
、
或
は
究
換
券
の
無
準
備
後
行
を
兎
大
に
す
る
な
ら
ば
、
通
貨
供
給
の
調
節
は
却
っ
て
他
の
方
法
に

委
ね
ら
れ
、
自
由
轄
換
制
は
あ
れ
ど
も
無
き
が
如
く
な
る
で
あ
ら
ふ
。

然
ら
ば
金
の
自
由
轄
換
に
替
る
べ
き
議
営
な
る
通
貨
供
給
の
調
節
法
が
他
に
存
す
る
で
あ
ら
ふ
か
。

「
ゲ
イ
ン

ズ
」
氏
は
「
貨
幣
改
革
論
」
に
於
て
、
主
一
方
訟
を
大
銀
行
の
信
用
方
策
に
托
し
て
居
る
。
金
融
組
織
が
善
〈
整
ひ
、

枇
曾
秩
序
及
商
業
道
徳
を
重
A
A
Y
る
英
吉
利
に
ゐ
AJ
て
は
、
新
か
る
方
法
も
良
策
Z
考
へ
ら
晶
、
で
あ
ら
ふ
が
、



我
鴎
仁
は
感
用
L
難
い
。
吾
人
は
今
寅
行
の
難
易
は
別
ご
し
て
一
般
に
合
理
的
ご
思
は
る
、
一
方
法
を
試
み
に
奉

り
て
見
た
い
o
I
(
は
物
僚
の
騰
落
に
膝
じ
て
通
貨
を
伸
縮
す
る
方
法
で
め
の
ソ
て
、
話
貨
政
策
允
る
吉
岡
時
仁
物
債

政
策
で
あ
る
。

共
に
依
れ
ば
、
物
価
慣
が
高
騰
し
て
或
程
度
に
及
お
ご
き
は
通
貨
の
或
数
量
を
回
牧
す
る
。
其
回
収
は
、
祉
品
目
り

各
階
級
に
於
け
る
各
人
の
或
程
度
以
k
の
会
所
得
に
遮
感
し

τ、
各
人
の
購
買
資
力
の
一
部
を
削
減
す
る
所
の
臨

時
課
税
に
由
b
て
之
を
行
ふ
こ
ご
、
す
る
o

租
税
の
概
数
は
一
般
所
得
税
又
は
課
税
の
目
的
に
適
す
る
多
〈
の
消

費
財
を
網
羅
せ
る
消
費
税
若
く
は
其
ニ
稲
ご
し
、
課
税
技
術
上
よ
h
見
て
能
〈
目
的
を
遣
し
得
ぺ
き
校
積
に
重
き

を
置
く
を
可
Z
す
る
o

新
〈
て
牧
得
し
た
る
租
税
は
蔵
計
上
之
を
臨
時
支
出
芭
な
じ
英
数
額
を
流
遁
外
に
置
く
の

で
ゐ
る
。
次
に
物
煩
低
落
し
て
或
程
度
に
及
ぶ
己
主
は
或
敷
磁
の
通
貨
を
新
仁
俊
行
す
る
。
其
敷
額
は
歳
計
上
之

を
臨
時
牧
入
三
な
し
、
先
き
り
課
税
芯
同
様
な
る
標
準
に
依
h
τ
現
に
賦
課
す
る
租
税
を
臨
時
に
減
少
し
、
各
人

の
購
買
資
カ
を
増
加
せ
し
h
U

る
。
尤
も
此
の
減
枕
り
必
要
は
恐
ら
〈
甚
に
稀
に
生
子
る
で
あ
ら
ふ
。
以
上
の
租
税

手
段
に
よ
る
通
貨
調
節
策
は
普
通
の
財
政
運
加
よ
り
巌
重
に
毘
別
す
べ
き
甲
二
」
は
勿
論
で
あ
ら
、
物
園
間
騰
落
の
一
公

認
方
法
、
通
貨
調
節
を
始
む
4

き
物
療
騰
落
の
程
度
、
及
び
此
程
度
に
通
一
隠
す
べ
き
通
貨
費
行
額
又
は
回
牧
額
の

通
貨
総
額
に
劃
す
る
比
率
等
は
縛
て
法
規
に

4
っ
て
一
定
し
、
何
人
も
経
過
を
諜
想
し
得
ら
る
べ
き
制
度
Z
す
る

の
で
ゐ
る
。
簡
は
此
の
方
法
の
外
に
金
利
の
騰
落
に
感
じ
て
通
貨
供
給
を
調
節
し
、
物
価
聞
の
騰
落
に
依
る
方
策
を

前
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補
充
す
る
か
可
な
る
が
、
金
融
の
過
去
は
多
〈
金
融
其
も
の
、
組
織
及
び
運
径
の
良
否
に
由
る
が
故
に
、
金
利
の

稜
動
に
徴
L
て
通
貨
り
義
行
叉
は
回
収
を
求
む
る
方
法
は
、
金
融
其
も
の
に
存
す
る
罪
過
智
通
貨
供
給
に
鱒
嫁
せ

し
め
な
い
や
う
に
考
慮
L
な
り
れ
ば
な
ら
向
。

上
惑
の
通
貨
供
給
の
調
節
法
は
言
ふ
ま
で
も
な
〈
、
遇
貨
の
数
量
が
物
僚
に
結
果
を
及
ぼ
す
正
云
ふ
原
理
を
前

提
正
し
て
居
る
。
此
原
理
が
何
彪
ま
で
賞
現
す
る
か
は
他
の
事
情
如
何
に
依
b
て
著
し
〈
趣
を
回
調
に
す
る
で
あ
ら

ふ
が
、
一
枇
曾
の
凡

τの
人
が
購
買
者
で
あ
h
、
人
々
の
購
買
資
力
を
増
減
す
る
こ
ご
が
物
僚
に
畿
動
ぞ
生
や
る
ご

一
五
ふ
こ
ご
は
略
ぽ
疑
な
き
所
で
あ
る
。
唯
だ
物
侵
上
れ
る
ご
き
租
税
を
加
へ
物
贋
下
れ
る
ご
き
租
税
を
減
中
る

は
一
見
す
れ
ば
生
計
の
難
き
ご
き
盆
々
之
を
難
か
ら
し
め
其
の
易
吉
正
き
愈
々
之
を
易
か
し
む
る
が
如
、
き
不
保
理

の
観
あ
る
も
、
其
賞
は
然
う
で
な
い
。
物
便
高
し
吉
一
再
ふ
は
高
〈
正
も
宵
ほ
購
買
者
ゐ
る
こ
E
を
語
b
‘
物
調
低

L
Z
一
耳
ム
は
低
か
ら

F
れ
ば
勝
賞
者
を
得
F
る
こ
ご
を
示
官
。
物
債
高
く
し
て
購
買
者
の
列
よ
b
排
除
せ
ら
れ
生

活
難
に
苦
hv
人
々
は
、
共
金
所
得
も
少
炉
る
ぺ
〈
其
の
消
費
財
も
絶
艶
必
要
品
が
主
な
る
も
の
な
れ
ば
、
通
貨
回

牧
の
錦
の
租
税
を
課
せ
ら
る
、
こ
ご
は
殆
ど
な
か
る
べ
〈
、
寧
ろ
物
横
低
落
の
利
盆
を
受
〈
る
に
止
ま
る
で
あ
ら

ふ
。
租
殺
の
負
携
は
購
買
資
カ
の
大
な
る
も
の
ほ
ど
重
〈
す
る
鐸
な
れ
ば
、
主
(
震
に
一
般
に
生
活
難
を
来
た
す
こ

吉
な
〈
、
何
人
も
物
価
恨
低
落
に
由
っ
て
多
か
れ
少
か
れ
租
税
の
負
擦
を
償
ひ
得
る
で
あ
ら
ふ
。
叉
物
贋

ω低
落
は

購
買
者
た
る
一
般
人
の
利
盆
な
る
も
販
費
者
は
秘
し
て
唱
団
期
の
利
盆
を
奉
げ
得
な
い
で
、
生
産
の
精
進
及
び
配
給



の
国
司
躍
を
妨
「
る
が
放
に
、
下
れ
る
物
債
を
回
牧
せ
し
む
る
も
亦
必
要
で
な
い
ご
は
言
へ
な
い
。
物
療
下
れ
る
際

に
鱗
買
資
カ
h
f
増
す
は
柴
崎
る
者
を
夏
に
幾
ま
し
な
る
が
如
き
も
、
物
償
下
る
肪
節
は
概
ね
不
最
策
の
際
に
て
多

数
者
は
購
買
困
難
を
威
す
る
場
合
多
〈
、
寧
ろ
下
れ
る
物
価
慣
が
回
復
す
る
ニ
ぜ
を
苦
痛
ピ
す
る
で
め
ら
ふ
。
併
し

芸
者
痛
は
生
産
及
び
配
給
の
萎
縮
を
救
済
す
る
聯
帯
の
代
舗
な
れ
ば
巳
む
を
得
な
い
v
o

凡
そ
物
痕
の
騰
落
は
英
原
因
極
め
て
複
雑
な
る
も
、
大
館
に
於
て
商
品
需
要
者
側
の
購
買
資
力
Z
商
品
提
供
者

側
の
販
責
品
原
岡
慣
(
主

t
し
て
生
産
費
)
ご
の
抽
出
勤
に
由
り
て
生
起
す
る
。
廉
〈
多
額
の
重
要
商
品
に
豆
b
て
や
、

長
〈
、
其
生
産
費
を
下
る
ほ
ど
に
債
格
が
侭
落
を
綴
り
居
る
は
恐
慌
の
場
合
に
見
る
現
象
で
あ
る
か
ら
、
此
際
は

特
別
の
救
治
策
を
要
す
る
や
言
を
須
た
肉
。
き
れ
ど
常
態
に
あ
b
t
は
概
ね
提
供
者
は
原
慎
以
上
に
高
〈
貰
れ
る

H
h

け
責
ら
ん
ど
し
、
之
に
艶
L
園
間
格
の
決
定
を
奥
ふ
る
も
の
は
需
要
者

ω購
買
資
力
の
程
度
で
あ
る
o

故
に
物
侵

の
調
節
じ
は
購
買
資
カ
を
主
た
る
目
標
正
す
る
も
大
過
な
い
。
叉
祉
舎
の
総
て
の
人
は
購
買
者
な
る
が
故
に
、
各

人
に
就

τ購
買
資
カ
を
加
減
す
る
こ
ご
は
、
物
債
を
安
定
せ
し
む
る
上
に
於
て
、
よ
し
他
の
原
因
に
妨
げ
ら
れ
て

放
果
の
些
少
な
る
場
合
ー
は
あ
ら
得
る
ご
も
、
最
も
普
遍
的
で
あ
b
、
比
較
的
に
公
平
な
る
方
法
で
あ
る
ご
言
ひ
得

巴
る
、
。
人
々
の
周
知
せ
る
彼
の
物
侵
指
数
標
準
法
は
、
同
慣
値
分
配
の
不
公
卒
を
矯
h
u
る
に
は
善
き
方
法
な
ら
ん

も
、
吾
人
は
一
闘
の
物
衡
を
以
て
軍
に
閣
内
問
題
古
せ
十
、
閣
内
物
債
三
国
際
物
侵
ご
の
並
行
を
一
の
標
的
ご
す

る
が
故
に
、
カ
め
て
物
債
の
卒
準
を
安
定
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
尚
己
思
ふ
。
備
は
以
上
の
物
調
調
節
に
結
よ
通
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貨
調
節
法
は
、
極
め
て
複
雑
な
る
問
題
に
就
て
説
く
所
品
開
り
に
簡
単
に
失
せ
る
が
故
に
、
恐
ら
〈
多
〈
の
疑
惑
を

招
く
で
ゐ
ら
ム
、
己
思
ふ
o

き
れ
H

と
此
の
問
題
は
今
、
主
題
Z
す
る
積
h
で
は
な
い
か
ら
略
述
す
る
に
止
め
た
い
。

以
上
の
通
貨
調
節
策
は
現
在
の
租
税
道
徳
及
び
租
税
制
度
を
以
て
し
て
は
恐
ら
〈
賀
行
し
難
い
も
の
で
あ
ら

ム
。
而
し

τ吾
人
一
炉
実
務
家
よ
h
空
論
の
一
句
を
問
。

τ笑
殺
さ
晶
、
で
あ
ら
う
-
』
ざ
を
激
想
し
な
が
ら
敢

τ認
に

卑
見
を
桶
ん
だ
の
は
、

一
に
は
純
粋
な
る
紙
幣
本
位
制
を
速
が
に
樹
立
す
る
こ
=
難
〈
、
向
は
金
紙
幣
に
甘
ん
壱

ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
示
し
、
叉
一
に
は
之
を
以
て
後
に
奉
「
る
金
紙
幣
の
供
給
調
節
法
た
る
保
件
付
自
由
樽
換

制
に
移
る
階
経
己
な
さ
ん
が
泊
め
で
ゐ
る
o

若
し
我
等
が
、
租
税
に
依
る
ご
否
ご
を
悶
は
や
、
何
等
か
の
有
殺
な

品
調
節
方
法
を
設
け
て
金
の
自
由
鞠
換
制
に
替
へ
得
る
な
ら
ば
、
其
時
に
は
金
が
貨
幣
の
成
立
保
件
に
さ
へ
も
な

ら
な
い
で
、
も
は
や
通
貨
が
金
紙
幣
で
あ
る
こ
ご
す
ら
必
要
で
な
く
、
貨
常
は
会
〈
金
ご
絶
縁
L
、
恐
ら
〈
は
如

何
は
る
財
貨
Z
も
絶
縁
し
て
、
無
傑
件
に
痕
値
表
掌
其
も
の
さ
な
れ
る
純
粋
貨
幣
た
る
濁
立
紙
幣
が
安
全
に
成
立

す
る
で
あ
ら
ム
。
今
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。

真
に
碑
じ
て
国
際
交
過
の
方
面
を
見
る
に
、
各
闘
共
に
金
貨
本
位
若
〈
は
金
の
自
由
鞠
換
制
P
維
持
す
る
ご
き

は
、
潟
替
卒
僚
は
一
定
し
て
錦
替
相
場
の
稜
動
を
極
少
な
ら
し
む
る
が
、
若
L
此
制
度
を
慶
す
る
Z
せ
ば
之
に
者

る
べ
き
良
法
を
求
め
な
り
れ
ば
な
ら
ね
o
其
一
方
法
古
し
て
考
へ
得
ら
る
、
こ
ご
は
世
界
大
戦
の
間
及
品
位
に
行
は

れ
た
る
が
如
、
さ
国
際
詮
努
の
貢
買
に
依
る
封
外
牧
支
の
決
済
を
卒
時
に
規
則
正
し
く
行
ふ
こ
Z
で
ゐ
る
o
曾
て
壊



太
利
は
ポ

y
r詮
券
の
貢
買
に
よ
9
て
紙
幣
潟
替
相
場
を
調
節
し
て
居
っ
た
例
も
ゐ
る
。
此
方
法
を
執
る
に
は
紙

幣
園
が
岡
際
金
融
市
場
に
密
接
な
る
開
係
を
有
し
絶
h
十
一
流
の
図
際
讃
券
を
有
利
に
敏
活
に
責
買
L
得
る
地
位

に
居
h
、
並
に
紙
幣
制
の
下
に
通
貨
及
物
価
慣
の
調
節
を
有
殺
に
質
行
[
得
る
Z
共
に
、
長
期
に
百
五
著
し
き
掛
外

支
出
超
過
の
傾
向
を
有
せ
古
る
ニ
ご
が
必
要
な
前
提
ご
な
る
o

向
ほ
叉
是
等
の
前
提
が
備
は
る
ご
し

τも
閥
際
金

融
上
第
一
流
の
地
位
に
居
る
闘
で
な
げ
れ
ば
金
の
自
由
時
換
制
を
採
る
場
合
の
如
き
安
定
せ
る
潟
替
相
場
を
永
績

的
に
維
持
す
る
こ
ご
は
困
難
で
ゐ
ら
ふ
c

尤
も
自
由
碑
換
制
を
採
る
も
物
園
間
騰
長
し
艶
外
支
出
超
過
す
る
唱
】
己
が

甚
し
く
な
れ
ば
此
の
制
度
を
保
持
し
能
は
玄
る
窮
地
に
陥
る
で
ゐ
ら
ム
が
、
少
〈
ご
も
此
制
度
の
綴
〈
限
'
り
は
閣

際
経
済
上
劣
勢
に
居
る
図
ほ
ど
此
の
制
度
の
鷲
ら
す
矯
替
相
場
の
安
定
に
よ
b
て
受
f
る
利
盆
は
多
大
で
あ
る
。

国
際
貨
幣
た
る
金
は
自
然
貨
幣
で
あ
h
、
近
、
c
熔
来
に
於
て
自
然
に
叉
金
が
共
地
位
よ
り
退
け
ら
る
、
に
至
る
か

も
測
b
継
い
が
、
其
ま
で
の
聞
は
金
の
自
由
樽
換
制
は
容
易
に
掬
棄
す
る
を
得
ま
い
。
彼
此
を
考
ふ
れ
ば
金
貸
本

位
制
を
金
紙
幣
本
位
制
に
改
め
置
〈
こ
Z

M

Y

最
も
得
策
で
あ
る
。
是
な
ら
ば
今
も
よ

L
、
又
何
時
金
が
図
際
貨
静

交
通
で
b
退
け
ち
る
、
ご
も
容
易
に
共
状
態
に
鵬
隠
し
得
ら
る
、
で
あ
ら
ふ
。

i¥ 

金
紙
幣
の
供
給
調
節
法

金
の
自
由
時
換
制
は
少
か
ら
ぬ
依
黙
を
有
す
る
が
、

き
れ
ば
ご
て
之
に
代
る
べ
き
良
法
も
得
難
い
。
新
〈
て
金

"*-mlll 
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紙
幣
本
位
は
今
の
所
、
進
み
得
る
所
ま
で
進
ん
げ
い
本
位
制
で
あ
る
Z
言
は
ぎ
る
を
得
な
レ
。
併
し
此
本
位
制
を
採

る
ご
し
て
も
、
業
自
由
特
設
制
を
無
保
件
に
存
置
す
る
は
保
守
に
池
内
、
る
、
吾
人
は
此
制
度
の
柏
駅
駄
を
柿
ふ
意
味

に
於
て
一
の
傑
件
学
付
し
た
い
。
其
は
自
由
時
換
制
に
加
味
す
る
に
物
債
の
踊
出
動
を
標
準
ご
す
る
所
の
遇
貨
調
節

法
令
」
以
て
し
、

一
定
時
の
物
債
を
基
準
ご
し
、
物
園
慣
が
之
よ
り
騰
落
す
る
な
ら
ば
、
金
に
濁
す
る
紙
幣
の
俊
行
叉

は
回
収
に
手
毅
料
を
徴
す
る
の
で
あ
る
o

若
し
物
慣
が
或
程
度
以
上
に
高
騰
す
る
ご
き
は
、
金
を
提
出
L
て
金
紙

幣

ω後
行
を
請
4
者
に
制
到
し
物
債
の
程
度
に
臆
C
遮
衣
的
に
俊
行
手
数
料
を
徴
牧

L
若
〈
は
英
一

r
H割
引
し
て
金

を
買
受
け
る
o

之
に
封
臆
し
て
岡
牧
の
方
面
で
は
俊
行
手
放
料
だ
け
割
引
し
て
金
を
交
付
す
る
。
又
物
僚
が
或
程

度
以
下
に
低
落
す
る
ご
き
は
、
金
紙
幣
を
提
出
し
其
回
敢
に
代
へ
て
金
の
交
付
を
請
ふ
者
に
艶
L
同
じ
く
遮
次
的

に
回
牧
手
数
料
を
徴
牧
じ
若
く
は
其
だ
け
割
増
し
て
金
を
貰
渡
す
。
之
に
劃
臆
L
て
盛
行
の
方
面
じ

τは
回
牧
手

駿
料
だ
け
割
増
し
て
金
紙
幣
を
交
付
す
る
。
前
の
場
合
に
は
金
の
債
格
は
後
行
手
数
料
ピ
げ
下
落
L
、
其
の
生
産

叉
は
輪
入
を
抑
制
し
其
の
消
費
又
は
検
出
を
促
進
す
る
。
而
L
て
通
貨
は
無
俊
件
の
自
由
樽
換
の
如
(
過
度
に
膨

脹
じ
な
い
o

後

ω場
合
に
は
令
の
債
格
は
回
投
手
数
料
だ
り
上
騰
し
、
其
の
消
費
又
は
輪
出
を
抑
制
し
、
其
の
生

産
又
は
聡
入
を
促
進
す
る
o

而
し
て
通
貨
は
無
保
件
の
自
由
轄
換
の
如
〈
過
度
に
牧
紛
し
な
い
。
此
方
法
に
於
げ

る
物
優
勝
落
の
公
認
方
法
、
手
数
料
を
徴
放
す
る
に
至
る
べ
き
物
煩

ω勝
第
耗
皮
H
A
び
其
の
耗
皮

ω高
低
に
聴
宇

島
手
数
料
額
又
は
裳
の
裁
定
方
法
等
は
法
規
仁
依
り
一
定
L
、
手
放
料
の
決
定
額
を
会
告
す
る
。
此
の
方
法
に
よ



れ
ば
、
土
(
の
殺
カ
は
著
大
な
ら

F
れ
Y
」
、
無
傑
件
の
自
由
時
換
に
比
す
れ
ば
、
金
の
需
要
提
供
の
如
き
迂
遠
な
る

筆
制
に
依
ら
ず
、
物
舗
の
援
勤
豆
去
ふ
定
接
の
事
件
に
依
る
が
故
に
、
通
貨
供
給
の
調
節
法
ご
し
て
一
暦
意
義
ゐ

る
も
の
ご
考
へ
ら
る
、
。
又
自
由
糟
換
制
に
俊
件
を
付
す
る
ご
き
は
、
無
保
件
の
場
合
に
比
し
て
白
由
特
換
制
が

軍
に
通
貨
調
節
方
法
に
過
ぎ
ぎ
る
所
以
を
一
層
明
確
な
ら
し
め
、
意
志
貨
幣
の
特
質
を
後
揮
L
貨
幣
の
純
帥
特
性
を

明
示
す
る
の
で
あ
る
。

此
の
方
法
は
圏
内
に
於
て
は
物
慣
に
或
る
程
度
の
安
定
を
奥
ふ
る
殺
ゐ
っ
て
貨
幣
交
通
の
上
に
勢
害
を
生
十
る

政
は
な
い
。
唯

r金
の
生
産
及
消
費
に
は
や
、
著
し
い
影
響
を
奥
ふ
る
が
、
金

ω滑
費
が
増
加
す
る
も
金
の
滅
讃

ど
は
な
ら
守
、
金
の
生
産
が
減
少
す
る
も
其
生
産
源
は
後
日
の
生
産
に
留
保
せ
ら
る
、
か
ら
、

さ
ま
で
弊
害
が
あ

る
ご
は
言
へ
な
い
ら
然
る
に
園
際
方
面
に
於
て
は
直
も
に
局
替
痕
値
の
踊
出
動
を
生
じ
、
通
貨
後
行
手
数
料
は
立
(
だ

げ
矯
替
の
質
際
弔
問
慣
を
高
め
、
布
地
貨
回
投
手
数
料
は
其
ガ
け
震
替
の
賞
際
平
債
を
低
〈

L
、

一
は
造
幣
手
数
料

に
、
他
は
発
換
手
数
料
に
似
て
居
品
。
事
れ
Y
」
此
等
の
手
数
料
は
法
規
に
よ
っ

τ
一
定
し
会
告
に
よ
っ
て
周
知
さ

れ
叉
数
々
麗
真
き
る
、
こ
己
は
な
い
ー
か
色
、
決
し
て
思
惑
を
容
る
、
徐
地
な
〈
縛
替
相
場
を
動
揺
せ
し
h
U
る
危
険

は
存
し
な
い
。
向
ほ
以
上
の
俊
件
付
自
由
鞠
換
制
の
外
に
、
金
融
手
段
に
由
る
通
貨
調
節
法
を
付
置
す
る
こ

Z
は

頗
る
便
宜
で
あ
b
時
に
は
必
要
を
戚
中
る
こ
芭
あ
る
も
、
此
に
就
て
は
先
き
に
述
ぺ
た
る
如
〈
、
金
融

ω柏
崎
め
に

物
債
を
犠
牲
ご
し
な
い
や
う
な
手
段
を
揮
ば
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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金
紙
幣
の
傑
件
付
自
由
縛
換
に
依
り
て
通
貨
供
給
を
調
節
す
る
所
の
金
紙
幣
本
位
制
は
、
専
ら
貨
幣
制
度
の
改

善
正
一
五
ム
立
場
よ
り
試
に
提
出
し
た
る
な
案
で
あ
a
Q
O

通
ぶ
る
所
は
甚

r浅
務
に
朱
し
充
分
に
先
魔
の
叱
正
を
仰

が
な
け
れ
ば
な
ら
同
こ
ご
は
勿
論
で
ゐ
る
が
、
殊
に
此
の
車
見
は
我
闘
の
宿
荊
た
る
聡
入
超
過
に
由
る
掛
外
牧
支

の
道
勢
偏
差
を
矯
正
す
る
の
殺
な
き
は
言
ム
を
須
た
な
い
、
否
寧
ろ
其
逝
勢
偏
差
に
由
b
τ
制
度
其
も
の
す
ら
破

壊
せ
ら
る
危
険
ゐ
る
-

M

ご
は
従
来
の
自
白
金
貨
制
に
比
じ
て
五
十
歩
百
歩
の
相
還
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
ム
。
併
し

如
何
に
善
美
な
る
幣
制
正
雄
も
、
恐
ら
〈
其
が
原
因
力
又
は
制
御
力
Z
な
っ
て
封
外
牧
支
の
病
的
偏
差
を
矯
正
す

る
ニ
ご
は
出
来
得
な
い
で
ゐ
ら
ム
。
我
国
ご
し
て
は
此

ω多
年

ω回
疾
を
救
治
す
べ
き
方
策
を
徹
底
的
に
考
究
し

遂
行
す
る
-
』
ご
が
最
も
急
務
で
ゐ
る
が
、
同
時
に
叉
金
制
を
改
善
し
て
牧
支
均
衡
策
を
援
助
す
る
こ

Z
も
重
大
な

る
意
義
を
有
す
る
ご
思
ふ
。


